
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等
になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等
も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補
助するものです。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について
（企業に勤めている方向け）

１．特例措置の趣旨

小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割
引券(2,200円/枚) を支給します。

＜平常時＞ ＜特例措置＞

・１日の上限枚数 ： １枚/人 ⇒   ５枚/人
・１か月の上限枚数： 24枚/家庭 ⇒ 120枚/家庭
・年間の上限枚数 ：280枚/家庭 ⇒ 上限なし

２．特例措置の内容

（裏面に続きます）

下の①～③に当てはまる方が特例措置の対象になります。
①民間企業等に勤めている
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベ

ビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育

所等が休校・休園等になっている

３．対象者

①勤めている会社の福利厚生等の担当者に対して、必要な枚数
を申し込みます。

②会社から割引券を受け取ります。
③ご自身でベビーシッター事業者(全国保育サービス協会から認定を受

けているものに限ります。※)に利用申込みを行います。
※全国保育サービス協会のホームページにて公表

４．利用手続き

本事業は、令和２年度補正予算の成立が前提であり、今後内容等が変更になることがあります。！



④ベビーシッターの派遣を受けてサービスを利用します。
⑤利用料金の支払いの際に必要事項を記入した割引券の本券を

シッターさんに手渡します。
(注意)  裏面の事由欄に休校等の理由を記載していないものは

特例措置分としての使用はできません。（記載例：○月○日○

○小学校休校のため など）

⑥割引券の半券を勤めている会社に返却します。
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①割引券の申し込み

⑥使用した割引券の
半券を返送

④シッターサービスの
提供

⑤利用料金支払い・
割引券手交

③シッターの利用申込

②割引券の郵送

５．利用手続きの流れ

○ １回の利用料金が「割引券の使用枚数×2,200円以上」の
サービスを対象とします。

使用の例：10,000円→４枚利用可能、15,000円→５枚利用可能

○ 令和２年４月１日以降に、割引券の交付前にベビーシッ
ターを利用した場合については、一旦、利用料を全額支払っ
てください。

割引券が交付された後にベビーシッター事業者に割引券を
提出することで、割引額の返還を受けることができますが、
返還を受けるためには、利用日時と金額が確認できる領収書
等が必要になるので、必ず保管しておいてください。

○ 特例措置として利用した割引券は、非課税所得になります。

６．利用の際の留意点

※事由を記載した
本券を渡します



（別紙様式）

＜企業→利用者→企業＞ ＜企業→利用者→ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ事業者→実施団体＞

発行番号　

♠交付時企業記入欄

交付日

♠交付時企業記入欄 令和　２　年　○　月　○　日（○） 発行番号　

交付日 令和　２　年　○　月　○　日（○） 承認番号

利用者氏名（被保険者証名）　内閣　太郎 承認事業主名 ♣利用時ベビーシッター記入欄

株式会社　◆◆◆◆ 印 ベビーシッター名

♣利用時ベビーシッター記入欄

利用日 令和　２　年　●　月　●　日（●） フリガナ ナイカク　タロウ 利用場所

利用時間(24時間法で記入） 　　１０：００　　　～　　　１８：００ 利用者氏名

ベビーシッター名 日本　花子 （被保険者証名） ♦利用後ベビーシッター事業者記入欄

ベビーシッター事業者名 株式会社　○○ ♥利用時利用者記入欄 認定番号

対象児童氏名 内閣　一郎 ベビーシッター事業者名

♠利用後企業記入欄 ♥利用時利用者記入欄 対象児童生年月日 印
利用日 令和　２　年　●　月　●　日（●）

利用時間(24時間法で記入) 利用料金

　　　　　　　１０：００　　　　　～　　　　　１８：００ 円

承認番号　 発行番号　

有効期間　令和3年3月31日 有効期間　令和3年3月31日

日本　花子

東京

ベ ビ ー シ ッ タ ー 派 遣 事 業 割 引 券

ベビーシッター派遣事業割引券本券※2,200円

ベビーシッター派遣事業割引券
使用報告用半券

都・道・府・県

就労確認及び
利用日時の確
認

確認印（担当者印）
対
象
児
童

氏名 内閣　一郎

生年月日 H29.10.10

＜ご確認ください＞
・交付日、利用者氏名は記入されていますか　・企業印は押印されていますか
・１日（回）対象児童１人につき、１枚（特例措置は５枚）の利用ですか　・自宅での利用ですか
・利用者氏名に記載されている利用者本人が就労時の利用ですか

内閣　太郎

平成29年10月10日

２０，０００

株式会社　○○

注 意 事 項注意事項

【ベビーシッター利用前】
　企業又は個人で就業する者を代表する団体（以下「企業等」という。）は、
利用者がベビーシッターを利用する前に、利用者に交付してください。
　企業等は、割引券の交付時に、利用者氏名を記入してください。

【ベビーシッター利用後】
　利用者は、ベビーシッターを利用したときに、この報告用半券にベビー
シッターから利用日、利用時間、ベビーシッター名、ベビーシッター事業者
名を記入してもらい速やかに企業等に提出してください。
　企業等は、利用者が割引券の使用後に報告用半券を回収し、就労のため
の利用であることを確認したうえで、確認印を押印してください。（確認印は、
担当者届印と同一とします。）
　確認後の報告用半券は、企業等が保管してください。

【個人で就業する者の場合】
　本券の承認事業主名欄及び半券の企業確認印欄は記入の必要はなく、
斜線を引くこと。

事由：
●月●日　霞が関保育園が臨時休園となったため。

事由：

●月●日　霞が関保育園が臨時休園となったため

　本券は、利用者氏名欄に記載されている利用者本人が使用できます。
　本券は、配偶者がいない又は配偶者の就労、病気入院、通学、求職活動等により、ベビーシッターを利用しなければ労働者が就労すること（職場
への復帰を含む）が困難な場合に限り使用できます。（特例措置の場合も含む。）
　本券は、対象児童１人につき1日（回）1枚使用できます。ただし、１ヶ月に24枚まで、１年間に280枚まで使用できます。特例措置に係る利用につい
ては、対象児童１人につき１日（回）5枚、１か月に120枚まで使用できます。
　本券は、乳幼児又は小学校３年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする小学校６年生までの児童のためにベビーシッターを利用す
る場合に使用できます。
　本券は、家庭内における保育や世話並びに保育所等への送迎のためにベビーシッターを利用する場合に使用できます。ただし、送迎の場合、家
庭と保育所等との送迎であって施設間の送迎や同一家庭以外の子を含む送迎は含みません。なお、送迎の場合でもベビーシッターの保育記録は
必要です。
　本券は、　ベビールーム（ベビーシッター事業者が運営するものを含む。）等での集団保育やベビーシッターの自宅等での保育では使用できませ
ん。
　本券は、掃除、洗濯、炊事等の家事サービスには使用できません。
　本券を、他の人に譲って使用させることはできません。
　本券は、ベビーシッターを利用したときにベビーシッターに手渡すものであり、ベビーシッターを利用した日でなく後日提出した場合は、割引の対
象とならない場合があります。
　本券は、企業、労働者、ベビーシッター、ベビーシッター事業者の記入項目に記入漏れや押印漏れがある場合は、割引の対象とならない場合が
あります。
　特例措置での使用の場合は、本券及び半券の裏面の事由欄に特例措置による利用が必要となる事由を記入すること。なお、事由欄の記載がな
いものについては、特例措置分としての割引は受けられません。（記載例：○月○日○○小学校の臨時休業のため。　等）
　本券の再発行は行いません。
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